土木工事等に伴う埋蔵文化財取扱いの手引き

（令和８年度版）

加賀市教育委員会

（担当：教育委員会文化課）

２０２６

Ⅰ　埋蔵文化財とは・・・

埋蔵文化財とはその名のとおり、「土地に埋まっている文化財」を指します。例えば、昔の土器や石器などの遺物、建物跡や溝跡などの遺構等があげられます。

これらは、過去の調査によってすでに存在が知られているもの（「周知の埋蔵文化財」という。）もあります。しかし、地下に埋まっているという性格上、地面を掘ってみないことには、地表面からはその存在すらわからないことが多くあります。そのために現代においても「新発見」と言われるような埋蔵文化財が存在するのです。

同時に、地面を掘ることにより、埋蔵文化財は常に破壊されてしまう危険にさらされています。そこで、土木工事等（以下、「工事」とする。）を実施する際には、過去の調査を参考にしたり、実際に地面を試し掘りしたりすることで対象地に文化財が眠っていないか確認し、適切な方法で文化財を保護する必要があります。

Ⅱ　工事の前に・・・埋蔵文化財がある？ない？

工事の予定地における埋蔵文化財の有無は、市文化課にて確認することができます。下記書類を用意して、照会してください。この際、個人の住宅や狭小な面積での工事、土砂採取、太陽光パネルの設置等も、確認の対象に含まれます。

＜提出書類＞

・『埋蔵文化財包蔵地等照会票』

・工事対象区域を示した図面（住宅地図程度）

・工事の概要（配置図、断面図等）

＜提出先　教育委員会文化課＞

・窓口：加賀市市民会館　３階　旧15会議室

・郵送：〒922-8622　加賀市大聖寺南町ニ41番地

・電話：0761-72-7888（fax0761-73-4824）へ書類を送信ください）

・電子メール：bunkazai@city.kaga.lg.jp


Ⅲ　埋蔵文化財の確認から工事着手まで

照会に対する回答は、次のＡ～Ｅのいずれかとなります。

Ａ．史跡等指定地内での工事

加賀市内には、国指定史跡５件、市指定史跡１５件が存在します（令和８年４月１日現在）。「史跡」とは、遺跡の中でも歴史上または学術上価値が高いと認められ、適切な保護を図るために、国や地方公共団体が指定したものです。このため、史跡内での工事には様々な規制がありますので、ご了承ください。なお、単なる樹木の伐採等であっても史跡に影響が生じる可能性がある場合は、同様に手続きが必要となります。申請から許可を受けるまで２ヶ月程度かかりますので、できるだけ早くご相談ください。

＜提出書類＞各３部

・『現状変更申請書』

・工事対象区域を示した図面（史跡指定地を併せて記入）

・工事対象区域の現況を示す写真

＜その他＞

・工事終了後には、『現状変更終了報告書』と、図面、写真（工事中、工事後）等の提出が必要となります。

・申請手続き、許可なく工事を実施すると、文化財保護法第196条により罰せられることもありますのでご注意願います。

・上記のほか、国、県又は市指定名勝及び天然記念物についても、同様の措置が必要となります。

Ｂ．周知の埋蔵文化財包蔵地内（調査済）での工事

周知の埋蔵文化財包蔵地とは、過去の調査等によって埋蔵文化財が存在することが明らかな場所を指します。加賀市内では現在800以上の埋蔵文化財包蔵地を確認しており、遺跡地図への記載、更新によって常に照合できる状態となっています。

工事の対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地やその周辺であった場合、工事計画が変更できないか、事業者と市文化課の間で事前に協議します。この協議により工事計画を検討することで、埋蔵文化財を現状のまま保存することができる場合もあります。

以上の協議等によってもどうしても埋蔵文化財包蔵地での工事が必要となった場合、下記届出が必要となります。これに基づき、(1)発掘調査の実施、(2)工事立会の実施、(3)慎重工事の実施等、その後の措置について、県教育委員会より通知があります。いずれも、埋蔵文化財を現状保存する次善の策として、図面、写真等の記録保存を行うことになります。そのため、調査及び調査成果報告書の作成に係る経費は、原則として事業者が負担することとなります。ご理解とご協力をお願いいたします。

＜提出書類＞各２部

・『土木工事等のための発掘届』（文化財保護法第93条）

・工事の概要（計画書、図面等）

(1)発掘調査の実施

工事対象地区のうち、埋蔵文化財包蔵地について発掘調査を実施します。いわゆる｢本調査｣と呼ばれるものです。市文化課へ調査の実施依頼を提出していただき、委託契約を締結します。

＜提出書類＞

・『発掘調査依頼書』

・『土地所有者承諾書』（調査実施と出土品の権利放棄等についての承諾）

・工事計画書

＜その他＞

・発掘調査の依頼、承諾後、事業者と市文化課とで協議の上、業務委託契約を締結します。

(2)工事立会の実施

工事対象地区が狭小である場合等、工事の実施に当たって市文化課職員が立会い、埋蔵文化財の状況を確認することがあります。この場合、文化財が確認されれば記録作成のために数日～１週間程度、工事を中断いただくことがありますのでご協力ください。

(3)慎重工事の実施

工事の内容から市文化課職員の工事立会が必要ないと判断した場合、埋蔵文化財包蔵地での工事であることを認識の上、慎重に工事を実施していただくようお願いするものです。なお、万が一、工事中に埋蔵文化財を確認した場合は、現状のまま市文化課へご連絡ください。

Ｃ－①．周知の埋蔵文化財包蔵地内・周辺（未調査）での工事

Ｃ－②．面積が1,500㎡以上の工事

工事対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であっても、遺跡が部分的に存在しないこともあります。反対に、史跡指定地でもなく、周知の埋蔵文化財包蔵地やその周辺でもない場合であっても、地下には文化財が眠っている可能性があります。そこで加賀市では、周知の埋蔵文化財包蔵地内（未調査地）の工事や、1,500㎡以上の工事については、踏査
や試掘調査
を実施しています。

以上の調査は市内における埋蔵文化財の分布調査という目的を持っているため、調査に係る経費は原則として市が負担します。但し予算には限りがありますので、広大な面積の調査や緊急を要する調査では、事業者にご負担いただくこともあります。ご了承ください。

なお、この結果、埋蔵文化財が確認されれば、当該地は埋蔵文化財包蔵地として周知化され、工事にあたっては上記Ｂの手続きが必要となります。埋蔵文化財が確認されなければ、工事に着手することができます。

＜提出書類＞各１部

・『埋蔵文化財分布調査依頼書』

・『土地所有者承諾書』（調査実施と出土品の権利放棄等についての承諾）

・工事の概要（計画書、図面等）

＜その他＞

・分布調査に法的拘束力はありませんが、工事開始後に埋蔵文化財が発見された場合、現状のまま『遺跡発見届』を提出いただき、その後の処置について協議することになります。特に面積が広大な場合、工事計画が長期に渡って中断する可能性が出てきます。このような不時発見を避けるためにも、分布調査の実施にご理解とご協力をお願いします。

Ｄ．調査済みの土地での工事

上記Ｂ、Ｃに該当する場合であっても、過去の工事によって埋蔵文化財が消滅していることや、分布調査によって遺跡が存在しないことが確認されていることもあります。この場合、必要に応じて再度調査を行う必要がない旨を記した協議書を作成します。

＜提出書類＞

・『埋蔵文化財についての協議書』　　　２部

・工事の概要（計画書、図面等）　　　 １部

Ｅ．上記のいずれにも該当しない工事

Ａ～Ｄのいずれにも該当しない工事については、特に必要な手続きはありません。工事計画を進めてください。

Ⅳ　よくある質問

Ｑ１　埋蔵文化財包蔵地は窓口でしか確認できないのですか？

Ans.包蔵地については、石川県教育委員会によりインターネットでも公開していますので、計画段階等で参考とすることが可能です。下記ＵＲＬより閲覧ください。ただし、工事の実施にあたって、調査の要否については必ず加賀市文化課に確認をしてください。

　　　『いしかわ文化財ナビ』　http://www.bunkazainavi.pref.ishikawa.lg.jp/
Ｑ２　鉄塔建設等の狭い敷地での工事、個人の住宅建設、太陽光パネルの設置などは関係ないのですか？

Ans.敷地の大小や法人・個人等に係らず、埋蔵文化財の包蔵地であるか否かの確認は必要です。史跡指定地内や周知の埋蔵文化財包蔵地内であれば、ＡやＢの手続きが必要となります。

Ｑ３　工事中に土器の破片のようなものが出てきました。

Ans.どの場合においても、工事開始後に万一埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中止し、現状のまま市文化課へご連絡ください。場合によっては記録保存の実施等の必要が生じることもありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

Ｑ４　分布調査を行う場合の費用、期間はどれくらいですか？
Ans.対象面積や当日の天候にもよりますが、調査自体は１～３日程度で終了します。費用は主に重機使用に係る経費で、10万円程度となります。市内埋蔵文化財の把握も目的であるため、原則として、市が費用を負担します。ただし対象面積が余りにも広大な場合や、山奥等で重機が進入できない場合（人力による試掘調査となります）など経費が10万円以上となる場合は、事業者にご負担いただくことがあります。また、市の予算には限りがあります。年度末等に緊急で調査が必要な場合も、事業者にご負担いただくことがあります。ご了承ください。

Ｑ５　発掘調査を行う場合の費用、期間はどれくらいですか？

Ans.対象面積や天候によって異なりますが、１㎡当たり１万５千円～２万円程度（発掘調査、調査報告書刊行含む）、現地調査は３～６ヶ月間程度（報告書刊行は次年度以降、約１年間）がおおよその目安となります。余りにも広大な面積であれば、２ヵ年以上に渡る場合もあります。また、他の事業や歳入出の手続き上、調査着手まで時間がかかることもあります。余裕を持ってご相談ください。

Ｑ６　書類の提出先、相談の窓口はどこですか？
Ans.加賀市では教育委員会文化課が窓口となっています。下記までご連絡ください。

・窓口：加賀市市民会館　３階　旧１５会議室

・郵送：〒922-8622　加賀市大聖寺南町ニ41番地

・電話：0761-72-7888

・fax：0761-73-4824
・e-mail：bunkazai@city.kaga.lg.jp

【埋蔵文化財包蔵地の把握～工事着手まで】


※1　工事着手後であっても、万一埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦停止し、現状のまま市文化課へ報告ください（遺跡発見届を提出する必要があります）

※2　分布調査・試掘調査の費用は原則として市が負担しますが、予算に限りがあります。広大な面積の場合等は協議により事業者にご負担いただくこともありますので、ご了承ください。

※3　発掘調査の費用は原則として事業者に負担していただきます。これには、調査後の報告書刊行に係る経費も含みます。

【加賀市内の指定史跡及び名勝】

	区分
	分　類
	名　称
	所　在　地

	国指定
	史跡
	法皇山横穴古墳
	加賀市勅使町

	〃
	〃
	狐山古墳
	加賀市二子塚町

	〃
	〃
	九谷磁器窯跡
	加賀市山中温泉九谷町、山代温泉

	〃
	〃
	大聖寺城跡
	加賀市大聖寺地方町

	〃
	名勝
	おくのほそ道の風景地
道明が淵（山中の温泉）
	加賀市山中温泉河鹿町

	市指定
	史跡
	片山津玉造遺跡
	加賀市片山津町

	〃
	〃
	宇谷丸山横穴群
	加賀市栄谷町

	〃
	〃
	宮地廃寺跡塔心礎
	加賀市宮地町

	〃
	〃
	鏡の池
	加賀市深田町

	〃
	〃
	柴山貝塚
	加賀市柴山町

	〃
	〃
	都もどり地蔵
	加賀市八日市町

	〃
	〃
	新家理與門の碑
	加賀市分校町

	〃
	〃
	吸坂南古墳群
	加賀市吸坂町、黒瀬町

	〃
	〃
	冨塚丸山古墳
	加賀市冨塚町

	〃
	〃
	分校古窯跡群
	加賀市分校町

	〃
	〃
	大聖寺藩主前田家一族廟所
	加賀市大聖寺下屋敷町

	〃
	〃
	分校古墳群前山支群
	加賀市分校町

	〃
	〃
	大聖寺藩邸河道跡及び北面石垣
	加賀市大聖寺八間道

	〃
	〃
	大聖寺関所跡
	加賀市大聖寺関町

	市指定
	名勝
	旧大聖寺藩邸庭園
	加賀市大聖寺八間道


（2026年４月１日現在）

【その他の主要な遺跡】

	区分
	分　類
	名　称
	所　在　地

	なし
	遺跡
	保賀廃寺跡
	加賀市保賀町

	〃
	〃
	弓波廃寺跡
	加賀市弓波町

	〃
	〃
	宮地廃寺跡
	加賀市宮地町

	〃
	〃
	黒瀬・南郷古墳群
	加賀市黒瀬町～南郷町

	〃
	〃
	分校古墳群
	加賀市分校町


近年、石川県のホームページからも包蔵地を確認できるようになりました。ただし、実際の工事に当たっては必ず、事前に、必要手続きについて市文化課にご相談ください。





Ｅ．1,500㎡未満





事業者：工事計画の策定


埋蔵文化財の有無を照会


・埋蔵文化財包蔵地等照会票





1,500㎡以上





Ｃ．分布調査未実施





工事着手（※1）





分布調査の実施


（※2）


・分布調査依頼書


・土地所有者承諾書





埋蔵文化財なし





埋蔵文化財あり





工事着手（※1）





工事計画変更等により埋蔵文化財の現状保存が可能





埋蔵文化財の現状保存が不可能





工事着手（※1）





発掘調査の


実施（※3）


・発掘調査依頼書





Ｄ．分布調査実施済





工事着手（※1）





周知の埋蔵文化財包蔵地内・周辺等





Ａ．史跡等指定地内





史跡、周知の埋蔵文化財包蔵地等に該当しない





届出の提出


・土木工事等のための発掘届（60日前）





申請書の提出


・現状変更申請書





国・県・市からの通知





工事着手


・現状変更終了報告書





工事立会・


慎重工事等


（※1）





保護措置について協議





Ｂへ





協議書の作成


・埋蔵文化財についての協議書





Ｂ．分布調査実施済





届出の提出


・土木工事等のための発掘届


（60日前）








�　城跡や古墳など、地形からの判別が可能な文化財について、地面を掘らずに遺跡を確認する現地調査。


�　実際に地面を掘ってみて、埋蔵文化財の有無を確認する現地調査。
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